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老後の生活に強い不安を抱える家計はかなり多い。その背後には、現在

の年金制度が経済社会の変化に対応していないことがある。将来の公的年

金は当初の想定よりも引き下げられる可能性が高まっており、就業形態や

勤め先企業が引退後の所得に与える影響も大きくなっている。

2016 年に入り、年金制度改革に進展が見られた。３月には年金改定ルー

ルの見直しを含む公的年金改革関連法案が国会へ提出され、５月には企業

年金の普及・拡大や個人型確定拠出年金（ＤＣ）の加入対象者拡大などが

盛り込まれた改正ＤＣ法が成立した。企業負担が大幅に軽減されるリスク

分担型確定給付年金は 2016 年度に導入される予定である。

家計の将来不安を和らげる観点からは、マクロ経済スライドの実施条件

をなくし、短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大を着実に進める必要

がある。企業年金の普及・拡大には企業の自主性が不可欠であり、インセ

ンティブ設計がカギだろう。所得水準の低い就業者が主体的に個人型ＤＣ

へ加入する環境整備も重要課題である。仕組みを周知するとともに、個人

型ＤＣへ最も加入すべき人々が利用しやすい制度とする工夫が求められる。

１章 強い将来不安の背後にある年金制度のほころび

２章 最近の年金制度改革

３章 将来不安の緩和に向けた年金制度の今後の課題

最近の年金制度改革と
今後の課題
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１章　強い将来不安の背後にある
年金制度のほころび

１．老後の生活に対する強い不安
1990 年代以降、家計を取り巻く環境は大き

く変化している。経済成長率は大幅に低下し、

1990 年代末には長期デフレに陥った。また、日

本型雇用慣行の象徴だった賃金カーブはフラット

化し、雇用面では非正規化が急速に進んだ。

こうした中、家計の将来に対する不安は強まっ

ている。金融広報中央委員会「家計の金融行動

に関する世論調査」によると、世帯主年齢 60 歳

未満の世帯のうち、老後の生活が「非常に心配

である」と回答した世帯の割合は 1990 年代から

2000 年代半ばにかけて約 30％ポイントもの急

上昇を見せた（図表１）。その割合は 2008 年を

ピークに多少低下しているが、2015 年時点でも

45％という高さであり、「多少心配である」と回

答した割合を合わせると約９割が老後の生活を心

配しているという状況である。アベノミクスと呼

ばれる経済政策が始まった 2012 年末以降、雇用

や所得環境は改善しているが、現役層の老後への

強い不安は解消されていない。

さらに、老後の生活を心配する世帯にその理由

を尋ねた結果を見ると、2015 年調査は 20 年前

に比べて「年金や保険が十分ではないから」と回

答した割合が特に上昇している。老後の生活を支

える年金給付額が不十分と感じている現役層は非

常に多いとみられる。

２．現在の年金制度が抱える課題

公的年金は、保険料を納付した人が納付額に応

じて受け取ることができる制度である。年金など

が十分ではないという将来不安の強まりは、収入

が減少したり高収入の仕事に就けなかったりした

ことにより、保険料を十分に納められず、必要な

程度の年金受給が期待できない人が増えたことが

影響していると考えられる。その意味で、企業の

図表１　老後の生活についての考え方
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（注）二人以上で世帯主年齢60歳未満の世帯
（出所）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」から
　　　　大和総研作成
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雇用創出力を高める成長戦略や、就業者一人ひと

りの能力を十分に発揮できる働き方改革は重要で

ある。

他方、現在の年金制度が経済社会の変化に対応

していないことにより、家計に安心感を十分に与

えられていないという問題も大きいだろう。以下

で述べるように、将来の公的年金給付額は当初の

想定よりも引き下げられる可能性が高まってお

り、就業形態や勤め先企業が引退後の所得に与え

る影響も大きくなっている。

１）公的年金の水準調整が長期化
賦課方式を基本とする公的年金の給付水準は、

少子高齢化など人口動態の変化に対応するため、

中長期的に引き下げられる見込みである。

現在の年金財政の枠組みは、保険料率に上限を

定めるなど収入が固定されており、その財源の範

囲内で給付水準を調整する仕組みとなっている。

水準調整の仕組みがマクロ経済スライドであり、

制度を支える現役世代の減少と平均余命の延びと

いう年金財政の悪化要因に対応するため、一定期

間、年金の伸びが抑えられる。これにより、先行

き 100 年を見据えた年金財政の均衡が図られて

いる。

ところが、2004 年の年金改革で導入されたマ

クロ経済スライドが 2016 年度までの間に実際に

発動されたのは、2015 年度のわずか 1 回である。

賃金や物価の上昇が発動の前提条件になっている

ためで、年金額が前年を下回るような調整は行わ

ないというルール（以下、名目下限措置という）

がある。デフレ脱却の遅れにより、年金水準の必

要な調整は思うように進んでいないのが現状であ

る。

調整が遅れても、マクロ経済スライドを延々と

行えば制度の持続性は計算上維持できる。だが、

調整が長引けば、それだけ調整終了時以降の年金

水準はみすぼらしいものになる。特に、年金水準

の調整期間は基礎年金部分で長期化する見通しで

ある。2014 年財政検証によると、基礎年金部分

の給付調整終了時期は 2004 年財政再計算で示さ

れたタイミングから 20 年程度遅れる（なお報酬

比例部分は５年程度短縮）１。

公的年金制度の持続性を確保するために給付水

準が引き下げられることはやむを得ない。問題は、

マクロ経済スライドが予定通り発動されていない

が故に、結果的には年金制度の持続性に疑念を持

たれる状況が続いているということである。また、

基礎年金について、だらだらと給付水準が引き下

げられる見通しになっているということも不安を

増幅させていると考えられる。

２）短時間労働者に対する厚生年金の適用
拡大

働き方の変化に伴う公的年金制度の適用にも課

題がある。すなわち、非正規雇用者比率がおよそ

４割に達しており、かつてのように給与所得者の

大多数が厚生年金の適用となることをモデルとす

る時代ではなくなっている。

企業で働きながらも厚生年金に加入できない

短時間労働者の老後所得の確保が課題となる中、

―――――――――――――――
１）調整期間の見通しは、2014 年財政検証で示されたケースＡ～Ｅの結果。厚生労働省「平成 26 年財政検証結果レポー

ト」によると、報酬比例部分の給付調整終了年度が短縮されたのは、基礎年金部分の調整期間が長期化したことで
報酬比例部分により多くの財源を充てられるようになったためと説明されている。
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2012 年に議論された社会保障・税一体改革の

一環である年金機能強化法２に基づいて、短時間

労働者に対する厚生年金の適用拡大が行われる

（2016 年 10 月施行）。

これまでは、企業に雇われていても労働時間や

日数が一般社員のおおむね４分の３未満の場合

には厚生年金に適用されなかった。だが 2016 年

10 月からは、週 20 時間以上の労働で月額賃金 8.8

万円以上（年収 106 万円以上）、勤務期間１年以

上見込み、従業員 501 人以上の企業等、学生で

はない、という５要件を満たす場合は、いわゆる

第２号被保険者とされる。

国民年金加入者（第１号被保険者）や厚生年金

加入者の被扶養者（第３号被保険者）が厚生年金

に加入することになれば、将来受け取る年金額が

増えるため、老後の生活への不安を和らげること

になる。厚生労働省によると、新たに約 25 万人

が厚生年金に加入すると見込まれる。

厚生年金の適用拡大に前述の５要件が設けられ

たのは、雇用や企業負担などへの影響が考慮さ

れたためである。年金機能強化法では、2016 年

10 月から３年間で短時間労働者の適用範囲につ

いて施行の状況を踏まえた検討を加え、その結果

に基づき必要な措置を講じるとされている。また、

2013 年 12 月に成立した社会保障制度改革プロ

グラム法３では、短時間労働者に対する適用範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講じるとされている。今後、要件が

どの程度まで緩和されるのか関係審議会等での議

論が注目される。

なお、それに先立ち、企業規模要件の緩和が盛

り込まれた公的年金改革関連法案４が 2016 年３

月 11 日に国会へ提出された（国会は閉会したが

廃案とはならず継続審議となった）。この法案が

成立すれば、従業員 500 人以下の企業でも労使

の合意を条件に、短時間労働者の適用拡大が 501

人以上の企業と同様に可能になる（国・地方公共

団体では規模にかかわらず適用拡大される）。

ただ、適用拡大は企業の社会保険料負担を重く

し、短時間労働者以外の一般労働者を含めた雇用・

所得環境に悪影響を及ぼす可能性がある５。労使

交渉の場に参加するのが短時間労働者ではなく一

般労働者であるとすると、労使の合意は容易でな

いだろう。もっとも、失業率が約 20 年ぶりの低

水準にあるなど人手不足が深刻化しているため、

小売業やサービス業など労働集約的な産業で適用

拡大の動きが広がる可能性はある。

３）企業年金と個人型ＤＣの低い加入率
老後の生活を支えるのは公的年金（厚生年金や

国民年金）だけでなく、企業年金等もある。確定

給付企業年金（Defined Benefit；以下、ＤＢ）や

企業型確定拠出年金（Defined Contribution；以下、

ＤＣ）、厚生年金基金といった企業年金や個人型

ＤＣは、拠出額の損金算入や所得控除が認められ

ており、税制面からも公的年金を補完する制度と

―――――――――――――――
２）正式名称は、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」。
３）正式名称は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」。
４）正式名称は、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」。
５）短時間労働者の適用拡大は厚生年金だけでなく医療保険でも同時に行われる。短時間労働者の平均賃金は一般労

働者よりも低いため、適用拡大によってそうした企業や業界では健康保険料率が上昇する可能性が高い。これは適
用拡大が進むグループに属する一般労働者の可処分所得を減らす要因である。
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して位置づけられている。公的年金の給付水準が

中長期的に引き下げられると見込まれる中、企業

年金等の重要性は高まっている。だが、企業年金

への加入率は低水準にとどまっており、企業年金

の普及・拡大が喫緊の課題となっている。

もともと企業年金制度は、企業が福利厚生制度

として従業員に提供する退職金制度の一種として

整備されてきた経緯がある。以前は適格退職年金

と厚生年金基金が企業年金制度の中心的な役割を

担っていたが、1990 年代に入ると運用環境が悪

化して予定された運用利回りを確保できなくな

り、積立不足が生じるなど企業年金の財政悪化が

社会問題化した。

企業年金制度改革が進められた結果、適格退職

年金は 2011 年度末で廃止された。厚生年金基金

は 2014 年度以降の新設が認められず、一定の要

件を満たす基金以外は 2018 年度末までに解散ま

たは他制度へ移行することになっている。

現在の主な企業年金制度は、ＤＢと企業型ＤＣ

である。ＤＢは加入者が将来受け取る年金給付の

算定方法があらかじめ決められており、企業が資

産運用を行う。従業員にとっては、資産運用を行

う必要がなく老後の安定した収入源として期待で

きるという利点があるが、企業業績の悪化や運用

難などで年金が減額される恐れもある。一方、企

業型ＤＣは事業主が拠出する掛金額があらかじめ

決められており、従業員が資産運用を行う。給付

額は従業員の運用成績に左右されるが、受給権が

確立しているため、ＤＢのように企業業績などに

よって減額されることはない。

ＤＢやＤＣは適格退職年金や厚生年金基金の受

け皿として 2000 年代初めに導入されたが、その後

10 年以上が経過したものの、企業年金制度を実施

する企業割合は低下している。厚生労働省「就労

条件総合調査」によると、企業年金制度を実施す

る企業の割合は 2013 年で 25.8％であり、10 年

前の半分近い水準にある（従業員 30 人以上、図

表２）。企業規模が大きいほど実施割合が高いとい

う傾向は 10 年前と変わらないが、企業規模が小さ

いほど実施割合の低下幅は大きくなっている。従業

図表２ 企業年金制度を実施する企業の割合
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員30～99人の企業は2003年で39％であったが、

2013 年では 18.6％と 20％を割り込んだ。

企業年金制度を実施する企業割合が低下した理

由の１つに、2000 年度に導入された退職給付会

計がある。財務諸表に退職給付債務の計上が求め

られるようになり、年金資産が退職給付債務を下

回る積立不足が生じると、企業は掛金の追加拠出

が求められる。将来負担が発生するリスクや負担

の重さから、中小企業を中心に企業年金制度を廃

止する動きが広がった。

現在、厚生年金加入者に占める企業年金加入者

数の割合は 34％にすぎない（厚生労働省調べ）。

そのため、純粋に私的な貯蓄を除けば、第２号被

保険者の３分の２は厚生年金の給付水準の低下の

影響に対するバッファーを有していない状況であ

る。また、第１号被保険者等については、個人が

任意で加入できる個人型ＤＣの加入率が 0.5％程

度とさらに低く、制度導入から 15 年ほど経過し

たにもかかわらず普及は限定的である。

２章　最近の年金制度改革

わが国の年金制度がこうした課題を抱える中、

2016 年に入り、公的年金と企業年金等のそれぞ

れで制度改革に進展が見られた。

まず公的年金については、先述のように 2016

年３月 11 日に公的年金改革関連法案が国会へ提

出された。継続審議となったが、法案には短時間

労働者の厚生年金加入の拡大促進のほか、年金額

の改定ルールの見直し、国民年金加入者の産前産

後期間の保険料免除、年金積立金管理運用独立行

政法人（ＧＰＩＦ）のガバナンス強化など、制度

を洗練させる改正案が盛り込まれている。

一方、2016 年５月 24 日には改正ＤＣ法６が成

立した。従業員 100 人以下の企業を対象に、設

立手続き等を大幅に緩和した「簡易型ＤＣ制度」

が創設されるなど企業年金の普及・拡大を促す。

個人型ＤＣの加入対象者が大幅に拡大され、第３

号被保険者や公務員など約 2,600 万人が新たな

対象者となる。また、ＤＣからＤＢなどへのポー

タビリティが拡充される。

さらに、2016 年６月２日に閣議決定された「日

本再興戦略 2016　―第４次産業革命に向けて―」

では、改正ＤＣ法の円滑な施行を図るとともに、

運用リスクを事業主と加入者等で分担する「リスク

分担型確定給付企業年金制度」の導入が盛り込ま

れた。厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審

議会の企業年金部会では、リスク分担型ＤＢの具

体的な制度設計などについて議論が行われている。

本章ではこれらの制度改革について概観する。

１．公的年金改革関連法案

公的年金改革関連法案の中で特に注目されるの

が年金額の改定ルールの見直しである。

具体的には、①マクロ経済スライドについて、

賃金・物価上昇の範囲内で前年度までの未調整分

を含めて調整（2018 年４月施行）、②賃金変動

率が物価変動率を下回る場合に、賃金変動率に合

わせて年金額を改定する考え方を徹底（2021 年

４月施行）――の２つである。

―――――――――――――――
６）もともとは 2015 年の通常国会に提出された法案で、継続審議を経て成立した。正式名称は、「確定拠出年金法等

の一部を改正する法律」。
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１）マクロ経済スライドのルール見直し
現行制度では、名目下限措置によってマクロ経

済スライドが十分に発動されずに必要な年金水準

の調整が遅れた場合には、調整期間を長期化させ

ることで制度の持続性を確保することになってい

る。スライド調整率は現役世代の減少率に平均余

命の伸びを加えたものとされているため、必要な

調整が遅れてもスライド調整率がそれに応じて上

昇することはない。

法案では、この点が改められ、前年度までの未

調整分を含めてマクロ経済スライドが実施される

ようになる。すなわち、名目額が前年を下回るよ

うな調整は行わないという名目下限措置によって

スライド調整できなかった分は翌年度に繰り越さ

れ、賃金や物価が十分に上昇したときに当年度の

スライド調整に上乗せする形で繰越分も調整され

る。名目下限措置は撤廃されず、依然として賃金・

物価上昇の範囲内でしかマクロスライド調整が行

えないという点に変更はないが、未調整分をいつ

になるのか分からない遠い将来へ先送りするので

はなく、できる限り手前で処理するようになると

いう点で一定の前進と評価できる。

ただし、このルールがうまく機能するには、結

局のところ十分な賃金上昇や物価上昇が必要にな

る。そうでなければ繰越分が積み上がるだけだか

らである。日本経済がデフレ基調から脱却できな

い場合は、改正後のルールであっても必要な調整

は依然として進まないだろう。

春闘での賃上げが 2014 年度から３年連続で実

施されたことは明るい材料だが、所定内給与の伸

びはごくわずかにとどまっている。また消費者物

価指数（ＣＰＩ）は 2016 年３月から前年を下回っ

ている。デフレ脱却は進展しているものの、今な

お、デフレからの完全な脱却と物価安定目標の達

成を見通せる状況にはない。

２）賃金・物価スライドの見直し
通常、受給開始時の年金（新規裁定年金）は現

役世代の賃金水準が反映（賃金スライド）され、

受給開始後の年金（既裁定年金）は物価変動率に

応じて毎年改定（物価スライド）される。これは、

賃金変動率が物価変動率を上回り（実質賃金の変

動率がプラス）、賃金が上昇することが前提となっ

ている７。

ただ、現実には賃金が上昇する中で物価変動率

が賃金変動率を上回ることがあるため例外ルール

が定められている。物価上昇率が賃金上昇率より

も高い場合、原則に従って既裁定年金を物価スラ

イドすると、年金額の伸びが保険料の賦課ベース

である賃金の伸びを上回り、年金財政を悪化させ

ることになる。そのため、このケースでは制度の

持続性を確保する観点から賃金スライドまでにと

どめられ、既裁定年金の実質額は引き下げられる。

問題が指摘されているのは、物価変動率が賃金

変動率を上回り、なおかつ、賃金が下落するケー

スでの改定ルールである。すなわち、この場合、

①物価上昇時は新規裁定年金・既裁定年金ともに

賃金スライドが適用されずスライドなし（名目下

限）とされ、②物価下落時は新規裁定年金・既裁

定年金ともに賃金スライドが適用されず物価スラ

イドにとどまる。いずれにしても年金額の伸びは

現役世代の賃金の伸びを上回るため、年金財政を

―――――――――――――――
７）本文の「賃金」は名目賃金を指す。長い目で見ると、実質賃金は労働生産性に比例して変動するため、労働生産

性が向上する経済では、名目賃金変動率は労働生産性の上昇分だけ物価変動率を上回る。
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て年金額を改定する考え方を徹底する改正がなさ

れている。すなわち、賃金変動率が物価変動率を

下回り、なおかつ、賃金が下落しているときには

新規裁定年金も既裁定年金も賃金スライドされ

る。これにより、年金額の伸びは賃金・物価動向

にかかわらず現役世代の賃金の伸びを上回ること

がなくなる。施行期日は 2021 年４月とかなり先

だが、年金財政の持続性を高める観点から評価さ

れる措置である。

２．企業年金等に関する制度改革

１）改正ＤＣ法
（ⅰ）企業年金の普及・拡大

１章で見たように、中小企業における企業年金

制度の実施割合は大企業に比べて顕著に低下して

いる（前掲図表２）。その理由の１つに事務手続

きなどの負担の重さがある。

悪化させる。

このルールは制度の持続性確保の観点から不適

切とされながらも、高齢者への配慮から例外的に設

けられた。だが、制度導入後の賃金・物価動向を

確認すると、実は例外ルールが適用されたケース

の方がかなり多い。図表３は年金額の改定に利用

される賃金変動率（名目手取り賃金変動率）と物

価変動率である。2004 年の年金改革以降、賃金

変動率は物価変動率を上回ったことがなく、賃金が

明確に上昇したのは資源高や消費税増税の影響が

反映された 2009 年度や 15 年度だけであった８。

16 年度は賃金変動率が▲ 0.2％であるのに対

して物価変動率は 0.8％である。デフレ脱却の遅

れなどにより、例外ルールが適用される経済状況

が続いている。

こうした実態を踏まえ、法案では賃金変動率が

物価変動率を下回る場合に、賃金変動率に合わせ

―――――――――――――――
８）年金額の改定に利用される物価変動率は前年のＣＰＩ上昇率を参照する。2015 年度の物価変動率は 2014 暦年の

ＣＰＩ上昇率であり、2014 年４月に行われた消費税率８％への引き上げによる物価上昇分が含まれている。

図表３　年金額の改定に利用される賃金・物価指標
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（公布日から２年以内に施行）。現在でも制度間の

ポータビリティはある程度確保されているが、企

業型・個人型ＤＣからＤＢへ資産を移換すること

ができないなど一部で課題が残っていた。その結

果、例えばＤＣ実施企業からＤＢ実施企業へ転職

する場合では、ＤＣへの継続的な掛金拠出ができ

ないという問題があった。改正後はＤＣの資産が

ＤＢに移換され、加入者期間が通算されてＤＢか

ら年金が支給されるようになり、ポータビリティ

がほぼ確保される 10。

（ⅲ）ＤＣの運用の改善（公布日から２年以内
に施行）

ＤＣの運用を行うにあたり、運用を困難に感じ

ている加入者が一定数いることを踏まえ、加入者

の投資知識の向上が図られる。

現在、制度導入時に実施する投資教育（導入時

投資教育）は「努力義務」とされている一方、導

入後に繰り返し実施する投資教育（継続投資教育）

については「配慮義務」とされている。厚生労働

省資料 11 によると、導入時投資教育の実施率は

おおむね 100％であるのに対して継続投資教育

の実施率は 57.8％と大きな開きがある（2014 年

度）。そこで改正ＤＣ法では、継続投資教育を努

力義務に引き上げ、企業の積極的な取り組みを促

す。中小企業では投資教育の企画立案や説明会等

の開催に負担感があることから、ＤＣの投資教育

を企業年金連合会へ委託できるようにする 12。

また、加入者が運用商品をより選択しやすい環

そこで改正ＤＣ法では、事務負担等により企業

年金の実施が困難な中小企業（従業員100人以下）

を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した「簡易

型ＤＣ制度」が創設される。また、個人型ＤＣに

加入している従業員に対し、事業主が追加で掛金

を拠出することができる「個人型ＤＣへの小規模

事業主掛金納付制度」が導入される（公布日から

２年以内に施行）。

拠出規制単位は企業型・個人型ともに月単位か

ら年単位へ変更され、拠出頻度は月１回から年１

回以上となる（2018 年１月施行）。これにより、

月 5.5 万円であった企業型ＤＣの拠出限度額は年

66 万円（＝ 5.5 万円× 12 カ月）になる。その範

囲であれば、事業主は毎月の拠出額を柔軟に設定

することができる。例えば、賞与支給月の拠出額

を増やして他の月の拠出額を抑えるといったこと

が考えられる。

（ⅱ）個人型ＤＣの加入対象者拡大と制度間の
ポータビリティ拡充

ライフコースの多様化に対応する観点から、個

人型ＤＣの加入対象者が拡大される（2017 年１

月施行）。第３号被保険者や公務員等共済加入者、

企業年金加入者が加入できるようになり（企業型

ＤＣ加入者については規約に定めた場合に限られ

る）、個人型ＤＣは 20 歳以上 60 歳未満のほぼ全

ての国民が加入できる制度となる９。

企業年金間、あるいは企業年金と個人型ＤＣと

の間の資産移換（ポータビリティ）が拡充される

―――――――――――――――
９）国民年金保険料を免除されている者などは加入できない。
10）個人型ＤＣと中小企業退職金共済との間は改正後も資産移換できない。
11） 第 18 回 社 会 保 障 審 議 会 企 業 年 金 部 会 参 考 資 料（2016 年 ６ 月 14 日、http://www.mhlw.go.jp/file/05-

Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000127380.pdf）。
12）企業年金連合会への投資教育の委託等については 2016 年７月１日に施行。
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境を整備するため、運用商品の提供数の抑制が行

われる。具体的には、商品の提供数に一定の制限

を設けることで運用商品の厳選を促したり、商品

除外要件を緩和 13 して商品の入れ替えを容易に

したりする。

ただ、商品の提供数の制限によって加入者の運

用が改善されるかは疑問が残る。複数の類似商品

が整理・選抜されることは、加入者の商品選択と

いう負担を軽減させる面はあるが、商品の提供数

が制限されることで加入者の希望に合う商品が少

なくなれば、ＤＣの利便性はかえって低下する。

投資教育の促進を通じて加入者の金融リテラシー

が向上すると、運用ニーズは高度化・多様化して

いくため、ＤＣにはそれに応える商品の品揃えが

求められるだろう。

改正ＤＣ法ではこのほか、運用資産の約６割が

元本確保商品であるなどＤＢに比べて資産構成に

偏りが見られるため、分散投資を促すためにリス

ク・リターン特性の異なる３つ以上の運用商品の

提供を義務付ける。また、運用商品を選択しない

加入者が一定数いることを踏まえ、まず運用商品

の選択を促し、それでも選択しない場合は一定期

間経過した場合に、自動的に指定運用方法（デフォ

ルト商品）を購入するという仕組みを導入する。

２）リスク分担型ＤＢ
ＤＢよりも企業負担が大幅に軽減される「リス

ク分担型ＤＢ」が 2016 年度に導入される予定で

ある。現在、社会保障審議会企業年金部会ではそ

の詳細について検討が進められている。リスク分

担型ＤＢの主な特徴は、①財政悪化時に想定され

る積立不足に対応するための「リスク対応掛金」

―――――――――――――――
13）現在、運用商品を除外するにはその商品の選択者全員からの同意が必要である。改正後は商品選択者の３分の２

以上の同意で除外できる。
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をあらかじめ拠出する、②事業主に偏っていたリ

スクを加入者と分担する――の２つである。

現行のＤＢ制度は、今後支払われると見込まれ

る給付額とその財源が等しくなるように掛金が設

定されている。そのため、一定の予測に基づいて

計算された給付や掛金、運用収益の見込額が実績

からかい離し、財政が悪化すると、企業は掛金を

追加拠出する必要がある。また、積立状況は景気

に連動する傾向があるため、景気後退期には財政

が悪化して積立不足が発生しやすい。企業業績の

悪化と掛金の追加拠出が重なりやすいことから、

ＤＢを運営する企業の負担は重く、ＤＢの普及・

拡大を妨げる大きな要因となっている。

そこでリスク分担型ＤＢでは、財政悪化時に想

定される積立不足額を一定のルールに基づいて測

定し、その水準を踏まえてリスク対応掛金を拠出

する。景気悪化などにより掛金の追加拠出が必要

になる場合、事業主はリスク対応掛金を引き当て

ることができる。事業主の負担はリスク対応掛金

の範囲内とされており、それを超える収支調整が

必要な場合は給付が抑制される。反対に、景気回

復などで財政が予想以上に改善すると、給付が増

額されて収支の均衡が図られる。

リスク分担型ＤＢは企業の負担範囲が明確で収

益に与える影響が限定されるため、企業にとって

利点の大きい制度である。ＤＣ加入者以外の従業

員は新たにリスクを負うことになるが、他方、企

業年金に加入できる機会が増えたり、勤め先企業

のＤＢの負担が軽減されることで雇用や所得が安

定したり、企業年金の持続性が高まったりする効

果が期待される。

３章　将来不安の緩和に向けた年
金制度の今後の課題

以上のように、公的年金と企業年金等の双方で

制度改革に進展が見られるが、まずは改革の着実

な実施が必要であり、提出済み法案の成立や新規

の法案提出が注目される。その上で本章では、家

計の将来不安を和らげる観点から年金制度の今後

の課題について指摘したい。

１．マクロ経済スライドの完全実施

公的年金制度に関しては、経済動向に左右され

ずに年金水準の必要な調整を早期に完了させる観

点からの制度の再設計が求められる。既述した通

り、継続審議となっている公的年金改革関連法案

が成立したとしても、マクロ経済スライドによる

調整が十分には進まない可能性がかなりある。

すなわち、マクロ経済スライドの実施条件であ

る名目下限措置をなくし、調整期間をできる限り

短くする必要がある。調整がいつ頃終わるのかめ

どがつけば、その後の年金の実質価値は基本的に

保障される（物価スライドされる）ため、将来の

年金への不安を和らげることになろう。

マクロ経済スライドは現役世代の減少や平均余

命の延びという人口動態の変化に対応するための

措置であり、賃金や物価とは本来関係がない。に

もかかわらず賃金・物価の上昇が条件とされてい

るのは、少子高齢化への対応と高齢者への配慮を

両立させたためとみられる。だが、結果として、

名目下限措置が、制度の持続性を確保する上で大

きな足かせとなっている。マクロ経済スライドの

目的に立ち返り、人口動態の変化を毎年の年金の

伸びに反映させるという簡素で一般にも分かりや

すい仕組みを目指すべきである。
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２．厚生年金の適用拡大の条件緩和

厚生年金の適用拡大の条件緩和も今後の重要課

題である。企業負担への一定の配慮は必要である

し、労働需要へ悪影響がでないか注視すべきだが、

短時間労働者の適用拡大を着実に進めることが期

待される。

社会保障審議会年金部会「社会保障審議会年金

部会における議論の整理」（2015 年１月 21 日）

では、年金機能強化法で定められた厚生年金の適

用拡大の５要件についての議論がまとめられてい

る 14。全体的な方向性として、さらに適用拡大を

進めていく必要があることへの異論はなく、原則

として、被用者については被用者保険の適用を進

めていく必要性は明らかという考えが示された。

一方、適用拡大による影響の大きい業種や中小企

業の負担を考慮すべきとの意見や、年金財政だけ

でなく医療保険財政に対する影響についても考慮

すべきとの意見もあった。

適用拡大によって厚生年金の手続きが煩雑にな

り、短時間労働者比率の高い業種や中小企業など

で事務負担が過重になるとすれば、例えば、マイ

ナンバーの利用環境の整備を前提として条件を緩

和することが考えられる。

３．所得水準の低い就業者が主体的に個
人型ＤＣへ加入する環境の整備

改正ＤＣ法の施行やリスク分担型ＤＢの導入

は、ＤＣとＤＢが抱えてきた課題の解決に向けて

大きく前進させる制度改革であり、企業年金等の

普及・拡大を強く後押しすると期待される。１

章で述べたように、現役層の半分近くの世帯は老

後に対して強い不安を抱いている（前掲図表１）。

国民年金加入者だけでなく、厚生年金加入者も老

後の生活を見通しにくくなっており、企業年金等

の重要性は増している。

企業年金は公的年金を補完する役割を担う半

面、企業の福利厚生制度という性格も有している

ことから、普及・拡大には企業の自主性が不可欠

である。企業年金の導入について多くの企業が前

向きに検討しなければ、普及・拡大は十分に進ま

ないだろう。この点、現在は労働需給が逼迫して

おり、企業が人材確保のために制度導入に踏み切

りやすい経済環境にあることは好材料であり、企

業に対するインセンティブをどう設計するかがカ

ギだろう。

他方、所得水準の低さから公的年金保険料を十

分に納められず、将来の低年金者や無年金者にな

る恐れがある就業者が、個人型ＤＣへ主体的に加

入する環境を整備することも重要な課題である。

公的年金の給付水準は中長期的に引き下げられ、

特に基礎年金部分で調整される見込みである。将

来の国民年金受給者や、報酬比例部分が少額の厚

生年金受給者の生活に与える影響は大きくなって

いる。

若いうちに個人型ＤＣに加入すれば、毎月の

掛金が少額でも老後の生活を支える大きな柱に

なる。例えば、加入期間を 40 年として毎月１万

円かけたとすると掛金は累計で 480 万円になる。

掛金は全額所得控除されるため、実効的には所得

課税率分だけ少ない掛金で元本 480 万円の資産

を形成できる。この場合、分かりやすく 40 年後

―――――――――――――――
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に一時金で受け取ったとして計算しても、受給総

額は平均運用利回りが１％で 591 万円、２％で

734 万円、３％で 920 万円となる。

厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、

2013 年における高齢者世帯の公的年金・恩給は

204 万円、世帯人員一人当たりでは月額 11 万円

であった 15。個人型ＤＣに 40 年間加入し、平均

利回り２％で運用すれば、65 歳から 20 年にわ

たり月額 3.1 万円（＝ 734 万円÷ 240 カ月）を

少なくとも受給できると考えることができる。こ

の試算例では現在の高齢者が受給する公的年金水

準に約３割上乗せして生活費に充てることができ

る。物価スライドされる公的年金とは異なり、個

人型ＤＣは物価上昇時に実質価値が目減りするの

ではないかという疑問があるかもしれないが、金

融が自由化されている現在では、預貯金や国債な

ど一般的な金融商品の長期的な利回りはインフレ

分を含んだものと考えるのが自然である。

改正ＤＣ法では、個人型ＤＣの実施主体である

国民年金基金連合会が行う業務に、「個人型ＤＣ

の啓発活動及び広報活動を行う事業」が追加され

た。個人型 DC は国民に十分に認知されておらず、

制度設計や利用方法、税制優遇などについて理解

が広がっているとは言い難い。加入対象者が国民

のほぼ全てとなるだけに、個人型ＤＣを知れば、

老後のための資産形成手段として利用したいと思

う人は少なくないだろう。運用利回りは加入者の

運用方針に左右されるが、加入期間を長くすれば

老後の生活への不安を着実に和らげることができ

る。その意味で、できるだけ多くの人ができる限

り早く個人型ＤＣの仕組みを知ることが重要であ

る。

将来の低年金者になる恐れがある就業者は流動

性制約が強い。最低拠出額の月 5,000 円であっ

ても、可処分所得対比で見た負担感は小さくない

と考えられる。個人型ＤＣは老後の所得保障を目

的としていることから、60 歳まで引き出すこと

ができない設計となっている。そのため、個人型

ＤＣへの加入を希望しながらも将来のまとまった

出費への対応に不安を感じ、加入を控える可能性

がある。

この点について、例えば、米国の個人型ＤＣに

あたるＩＲＡ（Individual Retirement Account：

個人退職勘定）は条件付きで中途引き出しを認め

ている。すなわち、59.5 歳を迎える前に引き出

すと、通常の課税に加えて 10％のペナルティ税

が課される。しかし例外として、高等教育費や住

宅購入（一度目）、失業中の健康保険の代金支払

いのためであればペナルティ課税が免除される。

年金と貯蓄の目的の違いを十分に考慮する必要は

あるが、一定の条件を設けて中途引き出しを認め

るなど、個人型ＤＣへ最も加入すべき人々が利用

しやすい制度とする工夫の余地は大きいだろう。

―――――――――――――――
15）高齢者世帯とは、65 歳以上の者のみで構成されるか、これに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯。世帯人員数

は 1.56 人。
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